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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス基板を準備する、ガラス基板準備工程と、
　準備された前記ガラス基板の上面に、側端面を有するように樹脂基板を形成する工程と
、
　前記樹脂基板の上に回路層を形成する工程と、
　形成された前記回路層の上に発光層を含む有機エレクトロルミネッセンス層を形成する
工程と、
　前記有機エレクトロルミネッセンス層と前記樹脂基板の前記側端面とを連続的に覆うよ
うに、バリア層を形成する工程と、
　少なくとも形成された前記バリア層と前記ガラス基板とを、前記有機エレクトロルミネ
ッセンス層と前記樹脂基板の前記側端面とを連続的に覆う領域の以外の領域で切断する工
程と、
　切断された前記ガラス基板の切断片を前記樹脂基板から剥離する工程と、
　前記ガラス基板の切断片が剥離された前記樹脂基板の面に、保護膜を形成する工程と、
を含み、
　前記ガラス基板を準備する工程にて準備される前記ガラス基板は、上面に溝が備えられ
ており、
　前記樹脂基板を形成する工程では、前記ガラス基板の上面から溝の底面にわたって、溝
の無い側面の少なくとも一部で連続が途切れるように、前記樹脂基板を形成する、
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　ことを特徴とする表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、有機エレクトロルミネッセンス表示装置について開示がされている。
【０００３】
　また、特許文献２には、ポリイミド樹脂パターンの形成方法および、該ポリイミド樹脂
パターンの形成方法によって形成される、パターン化されたポリイミド樹脂膜について開
示がされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－８６３１４号公報
【特許文献２】国際公開第２０１４／０６５３９８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　薄型で軽量な発光源として、有機ＥＬ（ＥＬ：Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎ
ｔ）素子が注目を集めており、多数の有機ＥＬ発光素子を備える有機ＥＬ表示装置が開発
されている。
【０００６】
　ところで、柔軟性を有する基板上に回路層等が形成され湾曲した表示画面を可能とする
、所謂フレキシブルディスプレイにおいては、樹脂製の基板が用いられる。また、表示装
置自体を軽量化するという観点から、一般的に用いられているガラス基板に代替して樹脂
製の基板が用いられることも考え得る。
【０００７】
　ここで、一般的に用いられるガラス基板と比較して、水分との親和性が高い材料で形成
される樹脂製の基板は、外部からの湿気をより内部に透過させ、結果、表示装置を構成す
る他の部材に悪影響を及ぼすことが懸念される。
【０００８】
　特に、有機ＥＬ表示装置は、有機ＥＬ表示装置を構成する発光層を含む有機エレクトロ
ルミネッセンス層が水分の影響を受けやすいため、樹脂製の基板から取り込まれた水分に
よって表示不良を発生させるという問題を起こしかねない。
【０００９】
　本発明の目的は、樹脂基板が備えられる表示装置において、外部からの水分の影響を抑
制する表示装置を提供することにある。
【００１０】
　また、本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付
図面によって明らかにする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明における表示装置は、樹脂基板と、前記樹脂基板の一方の側に備えられる回路層
と、前記回路層の前記樹脂基板と対向する側とは反対側に備えられる、発光層を含む有機
エレクトロルミネッセンス層と、前記有機エレクトロルミネッセンス層を覆い、連続的に
前記樹脂基板の側端面を覆う、バリア層と、前記樹脂基板の前記回路層と対向する側とは
反対側に備えられる保護膜とを含む、ことを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
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【００１２】
【図１】本発明の第１実施形態に係る表示装置を模式的に示す斜視図である。
【図２】図１の切断線ＩＩ‐ＩＩにおける断面を示す図であり、第１実施形態に係る表示
装置の構成を示す図である。
【図３Ａ】第１実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、ガラス基板の所
定の領域にレジストパターンを形成された状態を示す図である。
【図３Ｂ】第１実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、所定の領域にレ
ジストパターンが形成されたガラス基板に溝が形成された状態を示す図である。
【図３Ｃ】第１実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、溝が形成された
ガラス基板から、レジストパターンを取り除いた状態を示す図である。
【図３Ｄ】第１実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、側端面を有する
ように樹脂基板が形成された状態を示す図である。
【図３Ｅ】第１実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、樹脂基板の側端
面と樹脂基板の上面とを連続的に覆うようにバリア層（第１バリア層）が形成された状態
を示す図である。
【図３Ｆ】第１実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、回路層及び有機
エレクトロルミネッセンス層が形成された状態を示す図である。
【図３Ｇ】第１実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、有機エレクトロ
ルミネッセンス層と樹脂基板の側端面とを連続的に覆うように、バリア層（第２バリア層
）が形成された状態を示す図である。
【図３Ｈ】第１実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、バリア層とガラ
ス基板とが、有機エレクトロルミネッセンス層と樹脂基板の側端面とを連続的に覆う領域
の以外の領域で切断された状態を示す図である。
【図３Ｉ】第１実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、保護膜形成工程
後の状態を示す図である。
【図４】本発明の第２実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図である。
【図５Ａ】第２実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、ガラス基板上に
、樹脂基板とバリア層（第１バリア層）と、バリア層の所定の領域にレジストパターンを
形成された状態を示す図である。
【図５Ｂ】第２実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、樹脂基板の一部
とバリア層（第１バリア層）の一部とが除去された状態を示す図である。
【図５Ｃ】第２実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、レジストパター
ンとデブリとが除去された状態を示す図である。
【図５Ｄ】第２実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、回路層及び有機
エレクトロルミネッセンス層が形成された状態を示す図である。
【図５Ｅ】第２実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、有機エレクトロ
ルミネッセンス層と樹脂基板の側端面とを連続的に覆うように、バリア層（第２バリア層
）が形成された状態を示す図である。
【図５Ｆ】第２実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、バリア層（第２
バリア層）とガラス基板とが、有機エレクトロルミネッセンス層と樹脂基板の側端面とを
連続的に覆う領域の以外の領域で切断された状態を示す図である。
【図５Ｇ】第２実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、保護膜形成工程
後の状態を示す図である。
【図６】本発明の第３実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図である。
【図７Ａ】第３実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、ガラス基板上に
、樹脂基板が側端面を有するようにパターニングされて形成された状態を示す図である。
【図７Ｂ】第３実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、樹脂基板の側端
面を覆うようにバリア層（第１バリア層）が形成された状態を示す図である。
【図７Ｃ】第３実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、回路層及び有機
エレクトロルミネッセンス層、及びバリア層（第２バリア層）が形成された状態を示す図
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である。
【図７Ｄ】第３実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、保護膜形成工程
後の状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
［第１実施形態］
［第１実施形態に係る表示装置］
　はじめに、本発明の第１実施形態に係る表示装置の概略について、図１、２を参照して
説明する。
【００１４】
　図１は、第１実施形態に係る表示装置を模式的に示す斜視図である。また、図２は、図
１の切断線ＩＩ‐ＩＩにおける断面を示す図であり、第１実施形態に係る表示装置の構成
を示す図である。
【００１５】
　図１に示されるように、本実施形態に係る表示装置は、一方の面（図１における底面）
は保護膜１４０に覆われており。また、本実施形態に係る表示装置の他方の面（図１にお
ける上面）も対向保護膜２３０に覆われている。
【００１６】
　そして、バリア層１３０は、樹脂基板、回路層、有機エレクトロルミネッセンス層等を
内包し、外部の水分の表示装置１０の内部への侵入を、保護膜１４０とともに抑制してい
る。なお、樹脂基板、回路層、有機エレクトロルミネッセンス層については後に詳細に説
明する。
【００１７】
　また、対向バリア層２２０は、対向樹脂基板等を内包し、外部の水分の表示装置１０の
内部への侵入を、対向保護膜２３０とともに抑制している。なお、対向樹脂基板について
は後に詳細に説明する。
【００１８】
　以下、図２を参照し、本実施形態に係る表示装置１０の構成について詳細に説明する。
【００１９】
　本実施形態に係る表示装置１０は、樹脂基板１００を含んで構成されている。樹脂基板
１００は、例えばポリイミド等の有機樹脂で形成されることとしてもよい。
【００２０】
　樹脂基板１００の厚さが小さいものである場合、樹脂基板１００は可撓性、柔軟性を備
えることとなり、該樹脂基板１００上に回路層１１０等が形成された表示装置１０は、湾
曲した表示画面を実現することとなる。また、樹脂基板１００の厚さが従来のガラス基板
程度の厚さを有する場合であっても、ガラス基板が備えられた従来の表示装置と比較して
、本実施形態に係る表示装置１０は、軽量であるという利点を有するものである。
【００２１】
　本実施形態に係る表示装置１０は、樹脂基板１００の一方の側に備えられる回路層１１
０を含んで構成されている。回路層１１０は、配線や、電極及び絶縁膜などで構成される
薄膜トランジスタ１１０１（thin film transistor : ＴＦＴ）を含む。
【００２２】
　なお、回路層１１０は、図２に示されるように樹脂基板１００と対向する側とは反対側
に形成される有機平坦化層１１０２を含むこととしてもよい。有機平坦化膜１１０２は、
回路層を構成する配線や、電極等に起因する凹凸を平坦化し、回路層１１０の上面におけ
る他の層の形成を容易なものとする。
【００２３】
　また、本実施形態に係る表示装置１０は、回路層１１０の樹脂基板１００と対向する側
とは反対側に備えられる、発光層（図示せず）を含む有機エレクトロルミネッセンス層１
２０を含んで構成されている。
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【００２４】
　有機エレクトロルミネッセンス層１２０は、発光層の他に更に、電子輸送層、正孔輸送
層、電子注入層及び正孔注入層のうち少なくとも一層を含むこととしてもよい。なお、有
機エレクトロルミネッセンス層１２０を構成する、電子輸送層、正孔輸送層、電子注入層
及び正孔注入層は有機材料からなることとしてもよい。
【００２５】
　ここで、有機エレクトロルミネッセンス層１２０が含む発光層は、一色（例えば白色）
の光のみを発することとしてもよい。この場合、表示装置１０は、発光層から発せされた
光が、有機エレクトロルミネッセンス層１２０の回路層１１０と対向する側とは反対側に
備えられる対向基板２００に設置されたＲ（赤）Ｇ（緑）Ｂ（青）いずれかの色の着色層
（カラーフィルタともいう）２００１を介して外部に様々な色を視認させることとなる。
【００２６】
　また、発光層は複数色の光を発するように構成してもよい。この場合、図１、２に示さ
れる対向基板２００の着色層２００１は不要である。対向基板２００については後に詳細
に説明する。
【００２７】
　また、本実施形態に係る表示装置１０は、有機エレクトロルミネッセンス層１２０を覆
い、連続的に樹脂基板１００の側端面１００Ａを覆う、バリア層１３０を含んで構成され
ている。
【００２８】
　ここで、バリア層１３０は外部からの水分を遮断する機能を有し、防湿性に優れた層で
ある。バリア層１３０は、水分透過性が低い性質を有する材料によって形成される。
【００２９】
　バリア層１３０は、例えば無機材料によって形成されることとしてもよい。また、無機
材料は、ＣＶＤ（化学蒸着法：Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）
、ＡＬＤ（原子層堆積法：Ａｔｏｍｉｃ　Ｌａｙｅｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）によって
形成されることとしてもよい。
【００３０】
　ＣＶＤは厚い膜の形成に適しており、ＡＬＤで形成した膜は段差被覆性が高い。更に、
バリア層１３０は無機材料に有機材料を含んで形成されることとしてもよい。有機材料は
蒸着法よって形成されることとしてもよい。蒸着法によって形成された被膜は異物被覆性
が高まることとなる。
【００３１】
　また、バリア層１３０を形成する無機材料とは、例えば、窒化ケイ素、酸化ケイ素によ
って形成されることとしてもよい。また、バリア層１３０は、窒化ケイ素、酸化ケイ素等
の複合材料によって形成されることとしてもよい。更に、バリア層１３０は、窒化ケイ素
、酸化ケイ素、及びそれらの複合材料から選択される材料と、有機材料であるアクリルと
を含んで形成されることとしてもよい。
【００３２】
　具体的には、バリア層１３０は、酸化ケイ素、窒化ケイ素、及びそれらの複合材料の酸
化ケイ素／窒化ケイ素／酸化ケイ素、更に有機材料であるアクリルを含んだ窒化ケイ素／
アクリル／酸化ケイ素／窒化ケイ素であることとしてもよい。
【００３３】
　このように、有機エレクトロルミネッセンス層１２０を覆い、連続的に樹脂基板１００
の側端面１００Ａを覆う、バリア層１３０が表示装置１０に備えられることによって、表
示装置１０への樹脂基板１００の側端面１００Ａからの水分の侵入を抑制することとなる
【００３４】
　ここで、バリア層１３０は図２に示されるように、樹脂基板１００と回路層１１０との
間に備えられる第１バリア層１３０Ａと、有機エレクトロルミネッセンス層１２０の回路
層１１０と対向する側とは反対側の面を覆う第２バリア層１３０Ｂと、を含んで構成され
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ることとしてもよい。
【００３５】
　具体的には、バリア層１３０Ａは上層の材料から、酸化ケイ素／窒化ケイ素／酸化ケイ
素、バリア層１３０Ｂは上層の材料から窒化ケイ素／アクリル／酸化ケイ素／窒化ケイ素
であることとしてもよい。さらにこれら材料である、酸化ケイ素、窒化ケイ素それぞれが
、ＡＬＤ層とＣＶＤ層の積層構造であってよい。
【００３６】
　また、図２に示されるように、本実施形態において備えられる、バリア層１３０を構成
する第１バリア層１３０Ａと前記第２バリア層１３０Ｂの両方は、樹脂基板１００の側端
面１００Ａを覆うように形成されている。
【００３７】
　このように、第１バリア層１３０Ａと第２バリア層１３０Ｂの両方が、樹脂基板１００
の側端面１００Ａを覆うように形成されることによって、樹脂基板１００の側端面１００
Ａからの外部からの水分の侵入を抑制する効果を更に高めることとなる。
【００３８】
　また、図１、２に示されるように、本実施形態に係る表示装置１０は、有機エレクトロ
ルミネッセンス層１２０の回路層１１０と対向する側とは反対側に備えられる対向基板２
００を更に含み、対向基板２００は、接着層３００を介して第２バリア層１３０Ｂの有機
エレクトロルミネッセンス層１２０と対向する側とは反対側に備えられていることとして
もよい。
【００３９】
　また、対向基板２００は、バリア層１３０の、有機エレクトロルミネッセンス層１２０
と対向する側とは反対側に、充填材層３００Ａである接着層３００を介して備えられるこ
ととしてもよい。
【００４０】
　また、対向基板２００は、バリア層１３０を構成する、有機エレクトロルミネッセンス
層１２０の回路層１１０と対向する側とは反対側の面を覆う第２バリア層１３０Ｂの、有
機エレクトロルミネッセンス層１２０と対向する側とは反対側に、充填材層３００Ａであ
る接着層３００を介して備えられることとしてもよい。
【００４１】
　なお、充填材層３００Ａは、図２に示されるように封止材３１０によって封止されてい
ることとしてもよい。
【００４２】
　また、本実施形態に係る表示装置１０は、樹脂基板１００の回路層１１０と対向する側
とは反対側に備えられる保護膜１４０を含んで構成されている。また、保護膜１４０は、
樹脂基板１００の回路層１１０と対向する側とは反対側の面に備えられることとしてもよ
い。
【００４３】
　保護膜１４０は、バリア層同様外部からの水分を遮断する機能を有し、防湿性に優れた
膜である。保護膜１４０は、水分透過性が低い性質を有する材料によって形成される。
【００４４】
　例えば、保護膜１４０は、ナイロンポリフィルム、ポリエチレンテレフタレート、ポリ
エチレンナフタレート、アクリル等によって形成されることとしてもよい。
【００４５】
　次に、対向基板２００について以下に詳細に説明する。本実施形態に係る表示装置１０
に備えられる対向基板２００は、接着層３００を介して前述の第２バリア層１３０Ｂの有
機エレクトロルミネッセンス層１２０と対向する側とは反対側に備えられることとしても
よい。
【００４６】
　接着層３００は、可視光を透過し、例えば、アクリル樹脂等の有機樹脂によって形成さ
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れることとしてもよい。
【００４７】
　また、本実施形態に係る表示装置１０に備えられる対向基板２００は、着色層２００１
を含むこととしてもよい。着色層２００１は、例えばＲＧＢいずれかの色で構成されるこ
ととしてもよい。この場合、表示装置１０は、発光層から発せされた光が対向基板２００
に備えられたＲＧＢいずれかの色を介して外部に様々な色を視認させることとなる。
【００４８】
　また、着色層２００１は透明な可視光透過層で代替されることとしてもよい。可視光透
過層は、例えば発光層が複数色の光を発する場合に採用されることとしてもよい。
【００４９】
　また、本実施形態に係る表示装置１０に備えられる対向基板２００は、樹脂基板１００
同様、例えばポリイミド等の有機樹脂で形成される対向樹脂基板２１０を含んで構成され
ることとしてもよい。
【００５０】
　対向基板２００が厚さの小さい対向樹脂基板２１０を含んで構成されている場合、対向
基板２００は可撓性、柔軟性を備えることとなり、可撓性、柔軟性を備える前述の樹脂基
板１００が湾曲した場合、樹脂基板１００の形状に追随して対向基板２００は湾曲するこ
ととなる。結果、本実施形態に係る表示装置１０は、湾曲した表示画面を実現することと
なる。
【００５１】
　また、対向基板２００を構成する対向樹脂基板２１０の厚さが従来のガラス製の対向基
板を構成するガラス基板程度の厚さを有する場合であっても、ガラス製の基板を含んで構
成される対向基板が備えられた従来の表示装置と比較して、本実施形態に係る表示装置１
０は、軽量であるという利点を有するものである。
【００５２】
　また、本実施形態に係る表示装置１０に備えられる対向基板２００は、対向バリア層２
２０を含んで構成されることとしてもよい。
【００５３】
　ここで、対向バリア層２２０は外部からの水分を遮断する機能を有し、防湿性に優れた
層である。対向バリア層２２０は、水分透過性が低い性質を有する材料によって形成され
る。
【００５４】
　対向バリア層２２０は、例えば無機材料によって形成されることとしてもよい。また、
対向バリア層２２０は、ＣＶＤ（化学蒸着法：Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏ
ｓｉｔｉｏｎ）、ＡＬＤ（原子層堆積法：Ａｔｏｍｉｃ　Ｌａｙｅｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉ
ｏｎ）によって形成されることとしてもよい。なお、ＣＶＤは厚い膜の形成に適しており
、ＡＬＤで形成した膜は段差被覆性が高い。
【００５５】
　また、対向バリア層２２０を形成する無機材料とは、例えば、窒化ケイ素、酸化ケイ素
によって形成されることとしてもよい。また、対向バリア層２２０は、窒化ケイ素、酸化
ケイ素等の複合材料によって形成されることとしてもよい。更に、対向バリア層２２０は
、窒化ケイ素、酸化ケイ素、及びそれらの複合材料から選択される材料で形成されること
としてもよい。
【００５６】
　具体的には、対向バリア層２２０は、窒化ケイ素、酸化ケイ素、及びそれらの複合材料
の酸化ケイ素／窒化ケイ素／酸化ケイ素であることとしてもよい。
【００５７】
　本実施形態の表示装置１０に備えられる対向バリア層２２０は、図２に示されるように
、対向樹脂基板２１０の側端面２１０Ａを覆っている。このように対向バリア層２２０が
備えられることによって、表示装置１０への対向樹脂基板２１０の側端面２１０Ａからの
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水分の侵入を抑制することとなる。
【００５８】
　また、対向バリア層２２０は、図２に示されるように、対向樹脂基板２１０と着色層２
００１との間に備えられる第１対向バリア層２２０Ａと、着色層２００１と接着層３００
との間に備えられる第２対向バリア層２２０Ｂと、を含むこととしてもよい。
【００５９】
　具体的には第１対向バリア層２２０Ａと第２対向バリア層２２０Ｂは窒化ケイ素、酸化
ケイ素、及びそれらの複合材料の酸化ケイ素／窒化ケイ素／酸化ケイ素であることとして
もよい。さらにこれら材料である、酸化ケイ素、窒化ケイ素それぞれが、ＡＬＤ層とＣＶ
Ｄ層の積層構造であってよい。
【００６０】
　また、図２に示されるように、本実施形態の表示装置１０において備えられる、対向バ
リア層２２０を構成する第１対向バリア層２２０Ａと対向第２バリア層２２０Ｂの両方は
、対向樹脂基板２１０の側端面２１０Ａを覆うように形成されている。
【００６１】
　このように、第１対向バリア層２２０Ａと第２対向バリア層２２０Ｂの両方が、対向樹
脂基板２１０の側端面２１０Ａを覆うように形成されることによって、対向樹脂基板２１
０の側端面２１０Ａからの外部からの水分の侵入を抑制する効果を更に高めることとなる
。
【００６２】
　また、本実施形態に係る表示装置１０は、対向樹脂基板２１０の接着層３００と対向す
る側とは反対側に備えられる対向保護膜２３０を含んで構成されている。また、対向保護
膜２３０は、対向樹脂基板２１０の接着層３００と対向する側とは反対側の面に備えられ
ることとしてもよい。
【００６３】
　なお、対向保護膜２３０は、前述の保護膜１４０を形成する材料と同様の材料によって
形成された膜で構成されることとしてもよい。
【００６４】
　また、対向保護膜２３０は、対向バリア層２２０同様外部からの水分を遮断する機能を
有し、防湿性に優れた膜である。対向保護膜２３０は、水分透過性が低い性質を有する材
料によって形成される。
【００６５】
　例えば、対向保護膜２３０は、ナイロンポリフィルム、ポリエチレンテレフタレート、
ポリエチレンナフタレート、アクリル等によって形成されることとしてもよい。
【００６６】
［第１実施形態に係る表示装置の製造方法］
　次に、本実施形態に係る表示装置の製造方法について、図３Ａ～３Ｉを参照しつつ以下
に説明する。
【００６７】
　本実施形態に係る表示装置の製造方法は、ガラス基板を準備する、ガラス基板準備工程
と、準備された前記ガラス基板の上面に、側端面を有するように樹脂基板を形成する、樹
脂基板形成工程と、前記樹脂基板の上に回路層を形成する、回路層形成工程と、前記回路
層形成工程によって形成された前記回路層の上に発光層を含む有機エレクトロルミネッセ
ンス層を形成する、有機エレクトロルミネッセンス層形成工程と、前記有機エレクトロル
ミネッセンス層と前記樹脂基板の側端面とを連続的に覆うように、バリア層を形成する、
バリア層形成工程と、少なくとも形成された前記バリア層と前記ガラス基板とを、前記有
機エレクトロルミネッセンス層と前記樹脂基板の前記側端面とを連続的に覆う領域の以外
の領域で切断する、切断工程と、前記切断工程にて切断された前記ガラス基板の切断片を
前記樹脂基板から剥離する、剥離工程と、前記剥離工程によって前記ガラス基板の切断片
が剥離された前記樹脂基板の面に、保護膜を形成する、保護膜形成工程と、を含む。



(9) JP 6445358 B2 2018.12.26

10

20

30

40

50

【００６８】
　本実施形態に係る表示装置１０は、生産性を高めるために多面取りプロセスを採用し製
造されることとしてもよい。この場合、ガラス基板準備工程によって、準備されるガラス
基板５００は、後の切断工程での切断を容易なものとするように、ガラス基板５００の厚
さを適宜設定する。
【００６９】
　本実施形態においては、用意されたガラス基板５００の所定の領域にレジストパターン
６００を形成する。このレジストパターン６００が形成された領域は、後の工程において
樹脂基板１００が形成される領域と一致する領域である。
【００７０】
　図３Ａは、第１実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、ガラス基板の
所定の領域にレジストパターンを形成された状態を示す図である。
【００７１】
　次いで、平面視においてレジストパターンが形成された領域の周囲を囲む溝５００Ａを
、所定の方法を用いてガラス基板５００に形成する。ここで、ガラス基板５００に溝５０
０Ａを形成する方法は、例えば、レーザーアブレーションであることとしてもよいし、Ｂ
ＨＦ（Ｂｕｆｆｅｒｅｄ　Ｈｙｄｒｏｇｅｎ　Ｆｌｕｏｒｉｄｅ：バッファードフッ酸）
で溶解する方法であることとしてもよい。
【００７２】
　図３Ｂは、第１実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、所定の領域に
レジストパターンが形成されたガラス基板に溝が形成された状態を示す図である。
【００７３】
　次いで、溝５００Ａが形成されたガラス基板５００から、レジストパターン６００を取
り除く。レジストパターン６００の除去は、既知の方法を用いて行うこととしてもよい。
【００７４】
　図３Ｃは、第１実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、溝が形成され
たガラス基板から、レジストパターンを取り除いた状態を示す図である。
【００７５】
　次いで、図３Ｄに示すように、溝５００Ａが形成されたガラス基板５００の上面に、側
端面１００Ａを有するように樹脂基板１００を形成する。溝５００Ａが形成されたガラス
基板５００に樹脂基板１００の材料を塗布することにより、形成される樹脂基板１００は
、ガラス基板５００の溝５００Ａにおいて段切れをおこすこととなり、容易に側端面１０
０Ａを有する樹脂基板１００が形成されることとなる。
【００７６】
　ここで、ガラス基板５００に形成される溝５００Ａの深さは、形成される樹脂基板１０
０の厚さよりも大きいこととしてもよい。ガラス基板５００に形成される溝５００Ａの深
さが、形成される樹脂基板１００の厚さよりも小さい場合であっても、側端面１００Ａを
有する樹脂基板１００の形成は可能ではあるが、ガラス基板５００に形成される溝５００
Ａの深さが、形成される樹脂基板１００の厚さよりも大きいことによって、より段切れが
起こしやすくなり好ましい。
【００７７】
　また、ガラス基板準備工程にて準備されるガラス基板５００は、上面に溝が備えられて
おり、樹脂基板形成工程は、前記ガラス基板の上面から溝の底面にわたって、溝の無い側
面の少なくとも一部で連続が途切れるように、樹脂基板を形成することとしてもよい。
【００７８】
　図３Ｄは、第１実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、側端面を有す
るように樹脂基板が形成された状態を示す図である。図３Ｄに示されるように、ガラス基
板５００に形成された樹脂基板１００は、側端面１００Ａが露出して形成されている。
【００７９】
　図３Ｅは、第１実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、樹脂基板の側
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端面と樹脂基板の上面とを連続的に覆うようにバリア層（第１バリア層）が形成された状
態を示す図である。
【００８０】
　図３Ｅに示すように本実施形態に係る製造方法においては、樹脂基板形成工程に次いで
、樹脂基板１００の側端面１００Ａと樹脂基板１００の上面とを連続的に覆うようにバリ
ア層１３０（第１バリア層１３０Ａ）を形成する工程を含むこととしてもよい。
【００８１】
　なお、図３Ｅに示されるバリア層１３０（第１バリア層１３０Ａ）は、前述のように、
無機材料によって形成されることとしてもよく、ＣＶＤ（化学蒸着法：Ｃｈｅｍｉｃａｌ
　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）、ＡＬＤ（原子層堆積法：Ａｔｏｍｉｃ　Ｌａｙ
ｅｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）によって形成されることとしてもよい。
【００８２】
　図３Ｆは、第１実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、回路層及び有
機エレクトロルミネッセンス層が形成された状態を示す図である。
【００８３】
　図３Ｆに示すように、樹脂基板１００の上に回路層１１０を形成する回路層形成工程と
、回路層形成工程によって形成された回路層１１０の上に発光層を含む有機エレクトロル
ミネッセンス層１２０を形成する、有機エレクトロルミネッセンス層形成工程と、を順次
行う。
【００８４】
　図３Ｇは、第１実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、有機エレクト
ロルミネッセンス層と樹脂基板の側端面とを連続的に覆うように、バリア層（第２バリア
層）が形成された状態を示す図である。
【００８５】
　図３Ｇに示すように、次いで有機エレクトロルミネッセンス層１２０と樹脂基板１００
の側端面１００Ａとを連続的に覆うように、バリア層１３０を形成する、バリア層形成工
程を行う。
【００８６】
　なお、図３Ｇに示されるバリア層１３０（第２バリア層１３０Ｂ）は、前述のように、
無機材料によって形成されることとしてもよく、ＣＶＤ（化学蒸着法：Ｃｈｅｍｉｃａｌ
　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）、ＡＬＤ（原子層堆積法：Ａｔｏｍｉｃ　Ｌａｙ
ｅｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）によって形成されることとしてもよい。ＣＶＤは厚い膜の
形成に適しており、ＡＬＤで形成した膜は段差被覆性が高い。更に、バリア層１３０は無
機材料に有機材料を含んで形成されることとしてもよい。また、有機材料は蒸着法によっ
て形成されることとしてもよい。蒸着着法は異物被覆性が高い。
【００８７】
　図３Ｇに示されるように、バリア層１３０（第２バリア層１３０Ｂ）は、有機エレクト
ロルミネッセンス層１２０と樹脂基板１００の側端面１００Ａとを連続的に覆っている。
【００８８】
　図３Ｈは、第１実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、バリア層とガ
ラス基板とが、有機エレクトロルミネッセンス層と樹脂基板の側端面とを連続的に覆う領
域の以外の領域で切断された状態を示す図である。
【００８９】
　図３Ｈに示すように、次いで少なくとも形成されたバリア層１３０とガラス基板５００
とを、有機エレクトロルミネッセンス層１２０と樹脂基板１００の側端面１００Ａとを連
続的に覆う領域の以外の領域で切断する、切断工程を行う。
【００９０】
　本実施形態のように、生産方法として多面取りプロセスが採用される場合、切断箇所は
、個々の製品の間であり、図３Ｇにおける一点破線で示される切断線ＣＬが相当する。
【００９１】
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　また、切断工程は、平面視において樹脂基板１００が配置された領域を避けてガラス基
板５００を切断することとしてもよい。また、切断工程は、平面視において樹脂基板１０
０が配置された領域以外の領域で、樹脂基板の側端面１００Ａと隣り合う領域にて、ガラ
ス基板５００を切断することとしてもよい。
【００９２】
　ガラス基板５００は、例えばガラス基板５００の有機エレクトロルミネッセンス層１２
０と対向する側と反対側の板厚を化学研磨によって減らし、その後、スクライブ・ブレイ
クを施すことによって、個々の製品パネルに分断することとしてもよい。
【００９３】
　そして、ガラス基板５００を切断することによって、ガラス基板５００上に形成された
バリア層１３０も同時に切断されることとなる。
【００９４】
　図３Ｉは、第１実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、保護膜形成工
程後の状態を示す図である。
【００９５】
　図３Ｉに示すように、次いで切断工程にて切断されたガラス基板の切断片５００Ｂを樹
脂基板１００から剥離する、剥離工程を行い、その後、剥離工程によってガラス基板の切
断片５００Ｂが剥離された樹脂基板１００の面に、保護膜１４０を形成する、保護膜形成
工程を行う。
【００９６】
　図３Ｉ、図２に示されるように、保護膜１４０は樹脂基板１００の回路層１１０対向す
る側とは反対側の面の全面を覆う。また保護膜１４０は、バリア膜１３０の端部を覆うよ
うに備えられることとしてもよい。
【００９７】
　図３Ａ～３Ｉの工程を経て得られたものに、別途所定の方法によって作成した対向基板
２００を、接着層３００を介して貼り合わせることによって、図２に示される表示装置１
０が得られることとなる。なお、対向基板２００は既知の方法にて製造されることとして
もよい。また、対向基板２００の対向バリア層２２０、対向樹脂基板２１０は、それぞれ
上述したバリア層１３０、樹脂基板１００の形成方法と同様の方法にて形成されることと
してもよい。
【００９８】
　例えば、対向バリア層２２０はＣＶＤ（化学蒸着法：Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　
Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）、ＡＬＤ（原子層堆積法：Ａｔｏｍｉｃ　Ｌａｙｅｒ　Ｄｅｐｏ
ｓｉｔｉｏｎ）によって形成されることとしてもよい。また、対向樹脂基板２１０は樹脂
材料を塗布、乾燥、ベークして形成することとしてもよい。
【００９９】
［第２実施形態］
［第２実施形態に係る表示装置］
　図４は、本発明の第２実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図である。
【０１００】
　図４に示されるように、第２実施形態に係る表示装置１０の樹脂基板１００、回路層１
１０、有機エレクトロルミネッセンス層１２０は、上述の第１の実施形態に係る表示装置
のものと同様のものである。第２実施形態に係る表示装置１０は、第１の実施形態に係る
表示装置と比較して、バリア層１３０と対向バリア層２２０との配置の態様について異な
っている。
【０１０１】
　以下、第２実施形態に係る表示装置のバリア層１３０及び対向バリア層２２０の配置の
態様について説明する。
【０１０２】
　第２実施形態に係る表示装置１０は、第１の実施形態に係る表示装置と比較して、第１
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バリア層１３０Ａが樹脂基板１００の側端面１００Ａの少なくとも一部を避けて備えられ
、第２バリア層１３０Ｂが樹脂基板１００の側端面１００Ａを覆う点において異なってい
る。
【０１０３】
　同様に、第２実施形態に係る表示装置１０は、第１の実施形態に係る表示装置と比較し
て、第１対向バリア層２２０Ａは対向樹脂基板２１０の側端面２１０Ａの少なくとも一部
を避けて備えられ、第２対向バリア層２２０Ｂは対向樹脂基板２１０の側端面２１０Ｂを
覆う点において異なっている。
【０１０４】
　このようにバリア層１３０、対向バリア層２２０が備えられることによって、表示装置
１０への樹脂基板１００の側端面１００Ａ、及び対向樹脂基板２１０の側端面２１０Ａか
らの水分の侵入を抑制することとなる。
【０１０５】
［第２実施形態に係る表示装置の製造方法］
　以下、図５Ａ～５Ｇを参照して本実施形態に係る表示装置１０の製造方法について説明
する。
【０１０６】
　図５Ａは、第２実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、ガラス基板上
に、樹脂基板とバリア層（第１バリア層）と、バリア層の所定の領域にレジストパターン
を形成された状態を示す。
【０１０７】
　このレジストパターン６００が形成された領域は、後の工程において、側端面１００Ａ
を有する樹脂基板１００が形成される領域と一致する領域である。
【０１０８】
　次いで、レーザーアブレーションによって、樹脂基板１００の一部とバリア層１３０（
第１バリア層１３０Ａ）の一部とを除去する。より具体的に説明すると、平面視において
レジストパターン６００が形成された領域以外の領域に所定の波長のレーザー（例えば３
５５ｎｍ，１０．６４μｍの波長を有するレーザー）を照射して、樹脂基板１００の一部
は波長３５５ｎｍのレーザーで除去し、バリア層１３０（第１バリア層　１３０Ａ）の一
部は波長１０．６４μｍのレーザーで除去する。または、バリア層１３０（第１バリア層
１３０Ａ）の一部はドライエッチングで除去するとしてもよい。
【０１０９】
　図５Ｂは、第２実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、樹脂基板の一
部とバリア層（第１バリア層）の一部とが除去された状態を示す図である。
【０１１０】
　ここで、レーザーアブレーション処理により、樹脂基板１００の一部とバリア層１３０
（第１バリア層１３０Ａ）の一部を除去する際に発生する加工屑７００（デブリともいう
）が、レーザーの照射箇所以外の周囲へ飛散するおそれがある。この加工屑が仮に表示領
域まで飛散してしまうと、パーティクルとなりダークスポットを生じさせ、表示不良を招
くおそれがあるものである。
【０１１１】
　したがって、レーザーアブレーション後は、レジストパターン６００を剥離し、加工屑
７００を洗浄によって除去することとしてもよい。また、洗浄しても微細な加工屑が残る
場合は、洗浄後にドライエッチングを追加して加工屑の残りを除去することとしてもよい
。
【０１１２】
　図５Ｃは、第２実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、レジストパタ
ーンとデブリとが除去された状態を示す図である。
【０１１３】
　図５Ｃに示されるように、レーザーアブレーション処理によって、樹脂基板１００の一
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部が取り除かれ、これによって、樹脂基板１００は側端面１００Ａを有するように形成さ
れたこととなる。
【０１１４】
　図５Ｄは、第２実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、回路層及び有
機エレクトロルミネッセンス層が形成された状態を示す図である
【０１１５】
　図５Ｄに示されるように、樹脂基板１００上に、バリア層１３０（第１バリア層１３０
Ｂ）を介して回路層１１０を形成し、更に形成した回路層１１０の上に発光層を含む有機
エレクトロルミネッセンス層１２０を形成する。
【０１１６】
　図５Ｅは、第２実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、有機エレクト
ロルミネッセンス層と樹脂基板の側端面とを連続的に覆うように、バリア層（第２バリア
層）が形成された状態を示す図である。
【０１１７】
　図５Ｅに示されるように、次いで有機エレクトロルミネッセンス層１２０と樹脂基板１
００の側端面１００Ａとを連続的に覆うように、バリア層１３０（第２バリア層１３０Ｂ
）を形成する、バリア層形成工程を行う。
【０１１８】
　第１実施形態同様、本実施形態において、生産方法として多面取りプロセスが採用され
る場合、切断箇所は、個々の製品の間であり、図５Ｆにおける一点破線で示される切断線
ＣＬが相当する。
【０１１９】
　ガラス基板５００を切断線ＣＬにおいて切断することによって、ガラス基板５００上に
形成されたバリア層１３０（第２バリア層１３０Ｂ）も同時に切断されることとなる。
【０１２０】
　図５Ｆは、第２実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、バリア層（第
２バリア層）とガラス基板とが、有機エレクトロルミネッセンス層と樹脂基板の側端面と
を連続的に覆う領域の以外の領域で切断された状態を示す図である。
【０１２１】
　図５Ｇは、第２実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、保護膜形成工
程後の状態を示す図である。
【０１２２】
　次いで図５Ｇに示されるように、切断工程にて切断されたガラス基板の切断片５００Ｂ
を樹脂基板１００から剥離する、剥離工程を行い、その後、剥離工程によってガラス基板
の切断片５００Ｂが剥離された樹脂基板１００の面に、保護膜１４０を形成する、保護膜
形成工程を行う。
【０１２３】
　図５Ｇ、図４に示されるように、保護膜１４０は樹脂基板１００の回路層１１０と対向
する側とは反対側の面の全面を覆っている。また保護膜１４０は、バリア膜１３０（第２
バリア層１３０Ｂ）の端部を覆うように備えられることとしてもよい。
【０１２４】
　図５Ａ～５Ｇの工程を経て得られたものに、別途所定の方法によって作成した対向基板
２００を、接着層３００を介して貼り合わせることによって、図４に示される表示装置１
０が得られることとなる。
【０１２５】
　なお、対向基板２００は既知の方法にて製造されることとしてもよい。また、対向基板
２００の対向バリア層２２０、対向樹脂基板２１０は、それぞれ上述したバリア層１３０
、樹脂基板１００の形成方法と同様の方法にて形成されることとしてもよい。例えば、対
向バリア層２２０はＣＶＤ（化学蒸着法：Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉ
ｔｉｏｎ）、ＡＬＤ（原子層堆積法：Ａｔｏｍｉｃ　Ｌａｙｅｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ
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）によって形成されることとしてもよい。また、対向樹脂基板２１０は樹脂材料を塗布、
乾燥、ベークして形成することとしてもよい。
【０１２６】
［第３実施形態］
［第３実施形態に係る表示装置］
　図６は、本発明の第３実施形態に係る表示装置の構成を示す断面図である。
【０１２７】
　図６に示されるように、第３実施形態に係る表示装置１０の樹脂基板１００、回路層１
１０、有機エレクトロルミネッセンス層１２０は、上述の第１の実施形態に係る表示装置
のものと同様のものである。第３実施形態に係る表示装置１０は、第１の実施形態に係る
表示装置と比較して、バリア層１３０と対向バリア層２２０との配置の態様について異な
っている。
【０１２８】
　以下、第３実施形態に係る表示装置１０のバリア層１３０及び対向バリア層２２０の配
置の態様について説明する。
【０１２９】
　第３実施形態に係る表示装置１０は、第１の実施形態に係る表示装置と比較して、第２
バリア層１３０Ｂが樹脂基板１００の側端面１００Ａの少なくとも一部を避けて備えられ
、第１バリア層１３０Ａが樹脂基板１００の側端面１００Ａを覆う点において異なってい
る。第１バリア層１３０Ａは樹脂基板１００の側端面１００Ａを覆い、樹脂基板１００の
側端面１００Ａにおいて第２バリア層１３０Ｂが覆っていない箇所をも覆っている。
【０１３０】
　同様に、第３実施形態に係る表示装置１０は、第１の実施形態に係る表示装置と比較し
て、第２対向バリア層２２００Ｂが対向樹脂基板２１０の側端面２１０Ａの少なくとも一
部を避けて備えられ、第１対向バリア層２２０Ａが対向樹脂基板２１０の側端面２１０Ａ
を覆う点において異なっている。第１対向バリア層２２０Ａは対向樹脂基板２１０の側端
面２１０Ａを覆い、対向樹脂基板２１０の側端面２１０Ａにおいて第２対向バリア層２２
０Ｂが覆っていない箇所をも覆っている。
【０１３１】
　このようにバリア層１３０、対向バリア層２２０が備えられることによって、表示装置
１０への樹脂基板１００の側端面１００Ａ、及び対向樹脂基板２１０の側端面２１０Ａか
らの水分の侵入を抑制することとなる。
【０１３２】
　さらに樹脂基板１００を覆わない領域であり、平面視にて樹脂基板から飛び出た個所で
ある保護膜１４０の端部と、第１バリア層１３０Ａの端部とは互いに接触して閉じる形態
となっている。この接触箇所Ａはある一定の幅（図６において横方向の幅）を持つことと
なる。このことでこの接触箇所Ａから水分が侵入することを第１や第２の実施形態と比べ
てより効果的に防ぐことができる。
【０１３３】
　同じく対向樹脂基板２１０を覆わない領域であり、平面視にて樹脂基板から飛び出た個
所である対向保護膜２３０の端部と、対向第１バリア層２２０Ａの端部とは互いに接触し
て閉じる形態となっている。この接触箇所Ｂはある一定の幅（図６において横方向の幅）
を持つこととなる。このことでこの接触箇所Ｂから水分が侵入することを第１や第２の実
施形態と比べてより効果的に防ぐことができる。
【０１３４】
［第３実施形態に係る表示装置の製造方法］
　以下、図７Ａ～７Ｄを参照して本実施形態に係る表示装置１０の製造方法について説明
する。
【０１３５】
　図７Ａは、第３実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、ガラス基板上



(15) JP 6445358 B2 2018.12.26

10

20

30

40

50

に、樹脂基板が側端面を有するようにパターニングされて形成された状態を示す図である
。
【０１３６】
　ガラス基板５００上への側端面１００Ａを有する樹脂基板１００の形成は、例えば印刷
法等を用いて形成されることとしてもよい。
【０１３７】
　次いで、樹脂基板１００の上面に、バリア層１３０（第１バリア層１３０Ａ）を形成す
る。図７Ｂは、第３実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、樹脂基板の
側端面を覆うようにバリア層（第１バリア層）が形成された状態を示す図である。
【０１３８】
　図７Ｃは、第３実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、回路層及び有
機エレクトロルミネッセンス層、及びバリア層（第２バリア層）が形成された状態を示す
図である。
【０１３９】
　図７Ｃに示されるように、次いで樹脂基板１００上に、バリア層１３０（第１バリア層
１３０Ａ）を介して回路層１１０を形成し、更に形成した回路層１１０の上に発光層を含
む有機エレクトロルミネッセンス層１２０を形成する。
【０１４０】
　そして、更に有機エレクトロルミネッセンス層１２０を覆い、既に前工程によって形成
されたバリア層１３０（第１バリア層１３０Ａ）と一体となるように、他のバリア層１３
０（第２バリア層１３０Ｂ）を形成する。
【０１４１】
　第１実施形態同様、本実施形態の表示装置１０の生産方法として、多面取りプロセスが
採用される場合、切断箇所は、個々の製品の間であり、図７Ｃにおける一点破線で示され
る切断線ＣＬが相当する。
【０１４２】
　ガラス基板５００を切断線ＣＬにおいて切断することによって、ガラス基板５００上に
形成されたバリア層１３０（第１バリア層１３０Ａ及び第２バリア層１３０Ｂ）も同時に
切断されることとなる。
【０１４３】
　図７Ｄは、第３実施形態に係る表示装置の製造方法を説明する図であり、保護膜形成工
程後の状態を示す図である。
【０１４４】
　図７Ｄに示されるように、次いで切断工程にて切断されたガラス基板の切断片を樹脂基
板から剥離する、剥離工程を行い、その後、剥離工程によってガラス基板の切断片が剥離
された樹脂基板１００の面に、保護膜１４０を形成する、保護膜形成工程を行う。
【０１４５】
　図７Ｄ、図６に示されるように、保護膜１４０は樹脂基板１００の回路層１１０と対向
する側とは反対側の面の全面を覆っている。そして、バリア層１３０のうちの第２バリア
層１３０Ｂは樹脂基板１００の側端面１００Ａの少なくとも一部を避けて備えられ、第１
バリア層１３０Ｂは樹脂基板１００の側端面１００Ａを覆うように備えられている。
【０１４６】
　図７Ａ～７Ｄの工程を経て得られたものに対向基板２００を、接着層３００を介して貼
り合わせることによって、図６に示される表示装置１０が得られることとなる。
【符号の説明】
【０１４７】
　１０　表示装置、１００　樹脂基板、１００Ａ　樹脂基板の側端面、１１０　回路層、
１２０　有機エレクトロルミネッセンス層、１３０　バリア層、１４０　保護膜、２００
　対向基板、２１０　対向樹脂基板、２１０Ａ　対向樹脂基板の側端面、２２０　対向バ
リア層、２３０　対向保護膜、３００　接着層、１１０１　薄膜トランジスタ、１１０２
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　有機平坦化層、２００１　着色層。

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図３Ｃ】 【図３Ｄ】
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【図３Ｅ】 【図３Ｆ】

【図３Ｇ】 【図３Ｈ】
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【図３Ｉ】 【図４】

【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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【図５Ｃ】 【図５Ｄ】

【図５Ｅ】 【図５Ｆ】
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【図５Ｇ】 【図６】

【図７Ａ】 【図７Ｂ】
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【図７Ｃ】 【図７Ｄ】
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